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１ 制度の目的 

区では、区内の中小企業者等の新たな開発や事業の創出を支援するため、産業財産権の新規

取得に要する費用の一部を補助しています。 

 

２ 制度の内容 

(１) 産業財産権とは 

知的財産権のうち次に掲げるものをいいます。 

 名 称 根拠法令 

１ 特許権 特許法 

２ 実用新案権 実用新案法 

３ 意匠権 意匠法 

４ 商標権 商標法 

 

(２) 補助率・補助金額 

補助金額 補助率 

最大20万円 ２分の１ 

 

(３) 補助対象経費 

補助金交付申請日前１年間に支払った産業財産権の新規取得に係る以下の経費が対象です。 

【補助対象期間のイメージ】 

 

 

【経費一覧】 

☑ 内 容 

■ 出願料 

■ 審査請求料 

■ 技術評価請求料 

申
請
日 

権
利
取
得
日 

契
約
支
払
日 

権
利
出
願
日 

契
約
支
払
日 

起
算
日 

一
年
前 

この期間に支払った全ての補助対象経費が対象 
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☑ 内 容 

■ 特許料 

■ 登録料 

■ 産業財産権取得に際して弁理士又は弁護士に支払う費用 

■ 図面作成費 

■ 電子化料金 

 

(４) 補助対象外となる経費 

次に掲げる経費は、補助の対象となりません。 

☑ 内 容 

■ 既に取得している産業財産権の更新に相当する経費 

■ 産業財産権の譲渡・譲受けに相当する経費 

■ 外国出願に係る経費 

■ 通信運搬に係る経費 

■ 振込手数料 

■ 消費税 

 

３ 制度を利用できる方 

(１) 中小企業者（法人・個人事業主） 

ア 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者であって、

次の全てに該当するもの。 

☑ 内 容 

■ 
（法人）区内に引き続き１年以上登記上の本店所在地と営業実態がある。 

（個人）区内に主たる事業所を有し、引き続き１年以上事業を営む実態がある。 

■ 常時使用する従業員※の数が10人以下である。 

■ 
（法人）法人事業税及び法人都民税を滞納していない。 

（個人）個人事業税及び特別区民税・都民税を滞納していない。 

■ 会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号に定める子会社でない。 

■ 産業財産権の出願人である。 

※ 常時使用する従業員…労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 20 条の規定による「解雇 

の予告を必要とする者」をいいます。役員、顧問、経営者、家族従業員、臨時の使用人は含 

まれません。 
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イ 次に掲げる法人は、本要綱において補助の対象となる中小企業者に含みません。 

☑ 内 容 

■ 

医療法人 

学校法人 

宗教法人 

社会福祉法人 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

公益財団・社団法人 

一般財団・社団法人 

 

(２) 業種別団体・商店会 

☑ 内 容 

■ 区内に本部又は支部を有している。 

■ 区内で引き続き１年以上活動している。 

■ 産業財産権の出願人である。 

 

４ 申請に当たっての注意点 

（１） 令和 8 年度から当補助金は事業者ポータルを用いたオンライン申請となります。 

事業者ポータルを使用するためにはデジタル庁が発行する「G ビズ ID」を取得のうえ、

事業者ポータルサイトにアカウント登録をする必要があります。そして、本補助金の

申請を行うためには、G ビズ ID のうちプライムアカウントまたはメンバーアカウント

での ID 取得が必要です。詳しくは区 HP の「千代田区事業者ポータルサイト」ページを

ご覧ください。 

（２） 申請は、同一の中小企業者等につき同一年度内に１回限りです。ただし、複数の産業財

産権を取得している場合は、その全てを合算し、一度に申請することができます。 

（３） 交付は、１案件につき１回限りです。翌年度以降に同一案件の別の費目について申請す

ることはできません。 

（４） 消費税を補助対象経費に含めることはできません。 

（５） 源泉徴収税額分を補助対象経費に含めることは可能ですが、納付の確認をするため「給

与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（写し）」の提出が必須となります。 

（６） 千代田区暴力団排除条例（平成24年千代田区条例第23号）第２条に規定する暴力団、暴

力団員及び暴力団関係者の関与を受ける者である場合は補助対象外となります。 

（７） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に

規定する風俗営業を営むものである場合は補助対象外となります。 
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（８） 産業財産権の出願人の名義が補助金の申請者と異なる場合は、補助の対象外になります。 

 

【例】株式会社Ｘの代表取締役 千代田太郎さんは、自身が開発した技術について特許

を出願しました。⇒法人の場合は、法人の名義で出願しているものが対象です。 

 

５ 申請手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意点】 

１ 書類に不備がある場合は、上記期間内に審査が完了しないことがあります。 

２ 交付申請時に支払が完了していない費用は、補助の対象となりません。 

 

(１) 申請時に必要な書類 

☑ 必要書類 

■ 
補助金交付申請書兼口座振替依頼書（第１号様式） 

※事業者ポータルサイトにログインの上、直接入力 

■ 補助対象経費内訳書（第２号様式） 

申
：
交
付
申
請 

区
：
審
査 

区
：
交
付
決
定 

申
：
交
付
決
定
通
知
書
を 

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド 

区
：
指
定
口
座
に
振
込 

約 30 日 約 30 日 

【書類名】特許願 

・・・ 

・・・ 

【発明者】 

【住所又は居所】 千代田区○○ 

【氏名又は名称】 千代田 太郎 

【特許出願人】 

【識別番号】   012345678 

【氏名又は名称】 株式会社Ｘ 

 

【書類名】特許願 

・・・ 

・・・ 

【発明者】 

【住所又は居所】 千代田区○○ 

【氏名又は名称】 千代田 太郎 

【特許出願人】 

【識別番号】   123456789 

【氏名又は名称】 千代田 太郎 

【補助対象となる場合】 【補助対象とならない場合】 
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※区ホームページよりダウンロードの上、事業者ポータルサイトから提出 

■ 

（法人の場合）法人都民税及び法人事業税納税証明書（都税事務所発行・写し可） 

（個人事業主の場合）特別区民税・都民税納税証明書（千代田区発行・写し可）及び

個人事業税納税証明書（都税事務所発行・写し可） 

■ 

（法人の場合）履歴事項全部証明書（発行後３か月以内・写し可） 

（個人事業主の場合）２年分の確定申告書・決算書、開業届など（全て写し） 

（業種別団体・商店会の場合）団体規約及び会員名簿（写し） 

■ 
特許庁に提出した書類及び特許庁から交付された書類（写し、ex.特許願、受領書な

ど） 

■ 弁理士や弁護士との委託契約書（写し） 

■ 内訳の記載されている請求書及び支払を証する領収書又は振込明細書（写し） 

■ 

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書（写し） 

健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認（申請）書（写し） 

法人事業概況説明書（写し） 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（写し）
※１

 

※このほか、審査の過程で別途書類を提出していただく場合がございます。 

※１
源泉徴収税分を補助対象経費に含める場合は提出必須です。 

 

(２)補助金交付決定後の流れ 

区が審査の上、補助金の交付を決定した際は、区から交付決定の旨をメール及び事業者ポ

ータルサイトにて通知します。事業者ポータルサイトから補助金交付決定通知書をダウンロ

ードしてください。 

交付決定通知後、概ね 30 日程度で指定口座に振り込みます。  

５ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 出願に先立ち、業務を委託した弁理士に委託料を全額前払したのですが、この時点で補

助金の交付申請はできますか。 

できません。費用を支払うだけでなく出願や登録など、産業財産権の取得に係る実質的

な行為が完了しているものが補助の対象となります。 

 

Ｑ２ 商標権の譲渡を受けることになりました。弊社としては新規取得となりますが、この手

続に係る費用は補助金の対象となりますか。 

なりません。取得する産業財産権の初度登録（登録に至らなかった場合を含む。）に関

する費用のみ補助の対象となります。 

｝ この中から１点 
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Ｑ３ 同じ年度内に複数回補助を受けることはできますか。 

できません。同一年度内につき、１事業者１回限り補助金の交付を受けることができま

す。なお、１回の申請で複数の案件に係る費用をまとめて申請することができます。 

 

Ｑ４ 以前出願料に係る補助金を受けた案件について、今回登録料を支払いました。補助の対

象になりますか。 

なりません。一度補助金を交付した案件については、年度が変わっても補助の対象にな

りません。 

 

Ｑ５ 10年前に法人を立ち上げ、昨年千代田区に移転してきました。商標登録をしたので申請

したいのですが、補助の対象となりますか。 

区内で引き続き１年以上活動していることが条件です。登記簿の移転登記の日付をご

確認の上、移転後１年を超えてから申請してください。 

 

Ｑ６ 補助金の交付を２年連続で受けることはできますか。 

補助金の交付を受けようとする産業財産権がそれぞれ異なる場合で、かつ補助要件に

合致していれば問題ありません。 

 

Ｑ７ 国際出願を行おうと考えていますが、補助の対象になりますか。 

区補助金では補助の対象外です。 

東京都知的財産総合センターにおいて、外国・国際出願の助成を行っていますので、

こちらのご利用もご検討ください。 

（https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html） 

 

Ｑ８ 消費税や源泉徴収税は補助の対象になりますか。 

消費税は補助の対象になりません。源泉徴収税分は補助の対象になります。 

源泉徴収税分を補助対象に含めて申請する場合は、「給与所得・退職所得等の所得税

徴収高計算書（写し）」の提出が必須となります。 

 

 Ｑ９ 委託契約書がないのですが、申請できますか。 

包括委任状や弁理士（弁護士）とのやりとりの写し等、委託・受託の関係が分かるもの

をご提出いただければ申請可能です。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
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６ 申請書類（例） 

６ 申請書類（例） 



 

- 8 - 

第２号様式（第６条関係） 

 

補助対象経費内訳書 

出願料 14,000円 

審査請求料  

技術評価請求料  

特許料  

登録料  

弁理士や弁護士に支払う費用 

345,700円 

図面作成費用 

25,000円 

電子化料金  

支出合計額 384,700円 

 

 

収   入           

区以外からの助成金等           

そ の 他           

弁護士の請求内訳に「図面」と記載されて

いる場合は、ここに記載 

特許庁に支払った手数料以外を記載（「図

面作成費用」を除く。） 
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見 本 

 

御請求書 

令和○年○○月○○日 

 

千代田株式会社 

代表取締役 九段 南 様 

 

千代田国際特許事務所 

弁理士 神田 花子  

 

件名 新規特許出願手続（1234-567890） 

 

ご請求金額 383,922 円 

 

【内訳】 

課税対象額 単 価 数 量 金額 

特許出願基本手数料 180,000 1 180,000 

要約書作成料 5,700 1 5,700 

電子出願料 8,000 1 8,000 

印書代 8,000 19 152,000 

図面代 5,000 5 25,000 

計   370,700 

消費税（10％）   37,070 

合計   407,770 

源泉徴収税額（10.21％）   -37,848 

 

非課税対象額 単 価 数 量 金額 

特許出願料（印紙代） 14,000 1 14,000 

    

合計   14,000 

 

 

弁護士や弁理士

に払う費用に計

上 

図面作製費用に計上 

消費税は対象外 

出願料に計上 

非課税科目（印紙代、立替金等と記載されている

場合もあります。）は、次の費目に計上します。 

・出願料（４権共通） 

・審査請求料（特許権） 

・技術評価請求料（実用新案権） 

・特許料（特許権） 

・登録料（特許権を除く３権） 
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従業員数確認書類（(１)～(４)のいずれかをご用意ください。） 

(１) 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 

この欄で従業員数を確認します。 

見 本 
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(２) 健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書 

 

 

この欄で従業員数を確認します。 

見 本 
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(３) 法人事業概況説明書 

 

 

この欄で従業員数を確認します。 

見 本 
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（４）給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 

 

こ
の

欄
で

従
業

員
数

を
確

認
し

ま
す

。
 

見
 
本

 
こ

の
欄

で
源

泉
徴

収
税

の
納

付
を

確
認

し
ま

す
。
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